
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 開示を受けた個人情報について訂正又は利用停止等の請求をされる方は、情報公開・個人情報

保護窓口で請求方法等をお問い合わせ下さい。 

開示の実施方法の申出書の提出 

開示請求の手続き 

開示請求書の提出 

（開示請求手数料の納付） 

開示請求に関する相談 

請求内容の特定 

個人情報ファイル簿や情報公開・個人情報保護窓口にお

ける相談により、開示請求する保有個人情報が記録され

ている法人文書を決めてください。 

開示請求書（ＰＤＦ形式）に所要の記載事項を記入し、開

示請求手数料(開示請求する保有個人情報が記録されて

いる法人文書１件につき３００円)と合わせて、情報公開・

個人情報保護窓口に提出してください。窓口への提出は

郵送でもできます。 

 

１．情報公開・個人情報保護窓口の場合 

窓口において開示請求を行う場合は、開示請求する

保有個人情報が記録されている法人文書１件につき 

３００円を現金で納付してください。 

２．郵送の場合 

郵送で開示請求を行う場合は、本学が指定する銀行

口座に振込み、その領収証書を開示請求書に添付して

ください。なお、振込手数料は本人負担になります。 

開示・不開示の決定 

開示決定通知書等の受領 不開示(部分開示)の決定に不服がある場合 

情報公開・個人情報保護審査会 

（内閣府） 

原
則 

 

日
以
内

30 

 
 

30
日
以
内

審査請求 

開示実施（閲覧・写し等の受領） 

・・・

・・・

３
か
月
以
内

開示請求の補正 開示請求書の記載内容に不備があった場合に必要にな

ります。ただし、この補正を行っている期間は開示決定等

の期限の３０日には算入されません。 

・・・


